
意見書案第１６号 

 

地方財政の強化・充実、及び財政健全化法の施行に 

あたっては地方自治原則の堅持を求める意見書 

 

 政府は、「地方分権」を名目にした「三位一体の改革」（２００４－０６年度）に

よって地方財政を６．８兆円（補助金改革▲４．７兆円、税源移譲３兆円、交付税

改革▲５．１兆円）も縮小し、しかも自治体には過去の「経済対策」による公共事

業の地方債償還が重くのしかかり、２００６年度決算をみると、とりわけ地方の自

治体の財政状況が悪化し、住民福祉の増進を安定的にすすめるうえで重大な困難を

もたらしている。 

 しかし、先の参議院選挙では、地方間格差を是正し、地方切捨ての構造改革政治

を抜本的に見直すことを求める国民の意思が明白に示されたところである。 

 ところが第１６６回国会で成立した「財政健全化法」に基づいて制定される政省

令や運用如何によっては、国が直接、管理下に置いて住民サービスの削減、住民負

担の強化、自治体職員の削減と労働条件引き下げを強要する「早期健全化」団体、

「財政再生」団体を続出させ、地方自治を破壊し、住民のくらし・権利を守る自治

体を解体させるおそれがある。しかも新たに「自治体破綻法制」が導入されると、

財政力が脆弱な自治体は低利の資金調達ができず、金融機関やファンドが自治体を

管理するおそれも発生する。 

 ついては、真の地方分権を確立する自治体財政を確保するとともに、財政健全化

法の施行にあたっては地方自治原則を蹂躙することのないよう、次の事項の実現を

強く求めるものである。 

   

記 

 

 １．「三位一体の改革」において、国の財政再建を優先させた結果、地方財政を圧縮

させ、今日の地方財政危機をもたらしていることをふまえ、安定的税源の自治体

への移譲、財政保障機能と財政調整機能を保障した地方交付税の確保等により地

方財政を抜本的に拡充すること。 

  

２．財政健全化法の施行（政省令の制定及び運用）にあたっては、自治体関係者の

意見を尊重すること。自治体の自主性を重んじ、自治体の財政運営に対する国の

関与を減らすこと。「早期健全化」「財政再生」自治体にあっても、住民自治、及

び住民の基本的人権を保障する措置を講じること。 

  

３．健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担

比率）に基づく「早期健全化」「財政再生」対象の指標を定めるにあたっては、次

のことを考慮すること。 

 



 （１）「住民のくらしにかかわる企業会計や特別会計のうち、事業の性質上、やむを

えず生じる赤字を考慮した基準であること。 

 （２）起債を健全に償還することへの不当な評価や、必要な投資が不当に抑制され

ない基準であること。 

 （３）将来負担比率については、職員全員が退職した場合の退職手当の全額を算入

するなど、不当・過大な基準でないこと。 

 

４．地方債発行に対する国の保障をなくし、債務調整などを前提とした地方債「自

由化」に転換するならば、とりわけ財政力の脆弱な自治体にとっては、住民福祉

の増進という自治体の責務を果たせなくなるため。自治体の財源確保に対する国

の保障制度を堅持すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

     

平成１９年１２月２１日 

             

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 

 

提出先 内閣総理大臣 総務大臣 

 


